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岩手県・宮城県・福島県における
公共工事設計労務単価（平成２４年
６月）について

東日本大震災の被災地においては，震災後，復

旧・復興を目的とした多くの公共事業が発注され

ているが，これまでの継続的な事業量の減少と相

まって，技術者や技能者の不足や賃金の上昇とい

った事態が発生し，結果として公共工事の入札に

おける不調・不落が多発した。

このため，被災地における建設労働者の賃金の

実勢価格と公共工事設計労務単価の乖離を早急に

解消する必要が生じたことから，農林水産省およ

び国土交通省では，平成２４年２月，岩手県・宮城

県・福島県（以下「被災三県」という）における

公共工事設計労務単価を改訂し，以降の変動を見

越して３カ月程度の期間をおいてこれを見直すこ

ととした。

その後の入札不調の状況は，平成２４年度に入っ

てからも，ピーク時と比べるとやや減少傾向が見

られるものの依然高い水準で推移し，建設労働者

の賃金水準を示す指標にも上昇傾向が見られた。

このため，再度建設労働者の賃金の実勢価格と公

共工事設計労務単価との乖離の解消を目的とし，

農林水産省および国土交通省において，これまで

の公共工事設計労務単価を補正し，６月２１日に被

災三県における公共工事設計労務単価を改訂した

（表―１）。

建設労働者の雇用に伴い必要な
経費の表示（試行）について

� 公共工事設計労務単価の構成範囲

公共工事設計労務単価は，国土交通省等が発注

する公共工事の積算に用いるための単価であり，

その範囲は図―１のとおりで，次の�～�に示す
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表―１ 岩手県・宮城県・福島県における公共工事設計労務単価（平成２４年６月）
および建設労働者の雇用に伴い必要な経費の表示（試行）

１ 公共工事設計労務単価（上段）は，公共工事の工事費の積算に用いるためのものであり，下請契約等における労務単価や
雇用契約における労働者への支払い賃金を拘束するものではない。

２ 本単価は，所定労働時間内８時間当たりの単価である。
３ 時間外，休日及び深夜の労働についての割増賃金，各職種の通常の作業条件または作業内容を超えた労働に対する手当等
は含まれていない。

４ 公共工事設計労務単価は，労働者に支払われる賃金に係わるものであり，現場管理費（法定福利費の事業主負担額，研修
訓練等に要する費用等）及び一般管理費等の諸経費は含まれていない。（例えば，交通誘導員の単価については，警備会社
に必要な諸経費は含まれていない。）

５ 法定福利費の事業主負担額，研修訓練等に要する費用等は，積算上，現場管理費等に含まれている。
６ 建設労働者の雇用に伴って必要となる，法定福利費の事業主負担額，労務管理費，安全管理費，宿舎費等を，公共工事設
計労務単価に加算した金額（参考値）を，下段に括弧書きで示す。
これらの必要経費は，公共工事の予定価格の積算においては，共通仮設費，現場管理費の中に計上されている。この金額

は全国の元請・下請企業を対象とする間接工事費等諸経費動向調査をもとに試算した参考値であり，工種，工事規模等の条
件により変動する。
また，現在の被災県で見られる，遠隔地からの労働者の流入を想定したものではない。

�
�
上段 ：公共工事設計労務単価

（下段）：公共工事設計労務単価＋必要経費（法定福利費の事業主負担額，労務管理費，宿舎費等）（試算値）
�
�

所定労働時間内８時間当たりの金額（単位：円）

都道府県
名

０１特殊
作業員

０２普通
作業員 ０３軽作業員 ０４造園工 ０５法面工 ０６とび工 ０７石工 ０８ブロック

工 ０９電工 １０鉄筋工

０３岩手県 １４，３００ １１，８００ ８，７００ １４，０００ １５，７００ １３，２００ １７，９００ １７，２００ １４，１００ １４，５００
（２０，１００） （１６，６００） （１２，２００） （１９，７００） （２２，１００） （１８，６００） （２５，２００） （２４，２００） （１９，８００） （２０，４００）

０４宮城県 １５，４００ １１，８００ ９，３００ １４，９００ １６，４００ １５，０００ １８，７００ １７，９００ １４，４００ １７，７００
（２１，７００） （１６，６００） （１３，１００） （２０，９００） （２３，１００） （２１，１００） （２６，３００） （２５，２００） （２０，２００） （２４，９００）

０７福島県
１５，３００ １１，７００ １０，１００ １４，５００ １５，７００ １４，９００ １７，４００ １７，２００ １４，７００ １５，５００

（２１，５００） （１６，５００） （１４，２００） （２０，４００） （２２，１００） （２０，９００） （２４，５００） （２４，２００） （２０，７００） （２１，８００）

都道府県
名 １１鉄骨工 １２塗装工 １３溶接工 １４運転手

（特殊）
１５運転手
（一般） １６潜かん工 １７潜かん

世話役 １８さく岩工 １９トンネル
特殊工

２０トンネル
作業員

０３岩手県 １３，０００ １２，７００ １３，９００ １５，７００ １３，３００ ２１，５００ ２５，６００ １６，１００ １９，８００ １４，８００
（１８，３００） （１７，９００） （１９，５００） （２２，１００） （１８，７００） （３０，２００） （３６，０００） （２２，６００） （２７，８００） （２０，８００）

０４宮城県 １４，８００ １５，１００ １５，１００ １６，８００ １５，１００ ２２，４００ ２６，６００ １６，７００ ２１，５００ １５，４００
（２０，８００） （２１，２００） （２１，２００） （２３，６００） （２１，２００） （３１，５００） （３７，４００） （２３，５００） （３０，２００） （２１，７００）

０７福島県 １３，３００ １４，９００ １４，７００ １４，２００ １２，７００ ２１，６００ ２５，７００ １６，１００ １９，３００ １４，９００
（１８，７００） （２０，９００） （２０，７００） （２０，０００） （１７，９００） （３０，４００） （３６，１００） （２２，６００） （２７，１００） （２０，９００）

都道府県
名

２１トンネル
世話役

２２橋りょう
特殊工

２３橋りょう
塗装工

２４橋りょう
世話役

２５土木一般
世話役 ２６高級船員 ２７普通船員 ２８潜水士 ２９潜水

連絡員
３０潜水
送気員

０３岩手県 ２１，０００ １７，３００ １８，５００ ２１，７００ １７，９００ １８，６００ １５，２００ ２８，０００ １７，３００ １７，６００
（２９，５００） （２４，３００） （２６，０００） （３０，５００） （２５，２００） （２６，２００） （２１，４００） （３９，４００） （２４，３００） （２４，７００）

０４宮城県 ２１，８００ １７，９００ １９，２００ ２３，８００ １８，１００ １９，５００ １５，９００ ３０，７００ １８，９００ １９，２００
（３０，７００） （２５，２００） （２７，０００） （３３，５００） （２５，４００） （２７，４００） （２２，４００） （４３，２００） （２６，６００） （２７，０００）

０７福島県 ２１，０００ １７，３００ １８，５００ ２１，２００ １６，２００ １８，６００ １５，２００ ２８，１００ １７，３００ １７，６００
（２９，５００） （２４，３００） （２６，０００） （２９，８００） （２２，８００） （２６，２００） （２１，４００） （３９，５００） （２４，３００） （２４，７００）

都道府県
名

３１山林
砂防工 ３２軌道工 ３３型わく工 ３４大工 ３５左官 ３６配管工 ３７はつり工 ３８防水工 ３９板金工 ４０タイル工

０３岩手県 ― １８，７００ １６，８００ １５，１００ １５，７００ １４，３００ １３，６００ １３，０００ １３，７００ ―
― （２６，３００） （２３，６００） （２１，２００） （２２，１００） （２０，１００） （１９，１００） （１８，３００） （１９，３００） ―

０４宮城県 ― ２０，７００ １９，１００ １６，６００ １７，４００ １４，９００ １４，９００ １４，５００ １５，０００ ―
― （２９，１００） （２６，９００） （２３，３００） （２４，５００） （２０，９００） （２０，９００） （２０，４００） （２１，１００） ―

０７福島県 １６，７００ ２１，７００ １４，２００ １５，７００ １４，９００ １４，７００ １３，５００ １４，５００ １４，５００ １５，２００
（２３，５００） （３０，５００） （２０，０００） （２２，１００） （２０，９００） （２０，７００） （１９，０００） （２０，４００） （２０，４００） （２１，４００）

都道府県
名 ４１サッシ工 ４３内装工 ４４ガラス工 ４５建具工 ４６ダクト工 ４７保温工 ４８建築

ブロック工
４９設備
機械工

５０交通
誘導員A

５１交通
誘導員B

０３岩手県 １５，０００ １３，５００ １２，９００ １２，１００ １３，６００ １４，０００ １３，５００ １４，５００ ７，９００ ７，４００
（２１，１００） （１９，０００） （１８，１００） （１７，０００） （１９，１００） （１９，７００） （１９，０００） （２０，４００） （１１，１００） （１０，４００）

０４宮城県 １６，４００ １４，８００ １３，４００ １３，３００ １３，８００ １５，０００ １４，８００ １５，２００ ８，８００ ８，０００
（２３，１００） （２０，８００） （１８，８００） （１８，７００） （１９，４００） （２１，１００） （２０，８００） （２１，４００） （１２，４００） （１１，２００）

０７福島県 １５，４００ １４，７００ １２，９００ １２，０００ １４，２００ １４，０００ １２，８００ １４，８００ ８，６００ ７，９００
（２１，７００） （２０，７００） （１８，１００） （１６，９００） （２０，０００） （１９，７００） （１８，０００） （２０，８００） （１２，１００） （１１，１００）
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（注）　労務費（賃金）および法定福利費は，実際の施工に当たる建設労働者を雇用�
　　する建設企業が負担する費用である。�

算出手法：国土交通省が行う間接工事費等諸経費動向調査より，共通仮設費�
　　　　　や現場管理費に含まれている建設労働者の法定福利費，労務管理�
　　　　　費，安全管理費や宿舎費等を合計（一般社員にかかる経費など直�
　　　　　接的に関係しない会社経費は含まれていない）�

ものは含まれていない。

� 時間外，休日および深夜の労働についての割

増賃金

� 各職種の通常の作業条件または作業内容を超

えた労働に対する手当

� 現場管理費（法定福利費の事業主負担額，研

修訓練等に要する費用等）および一般管理費等

の諸経費

しかし実際には，公共工事設計労務単価が，�

など建設労働者の雇用に伴い必要な賃金以外の経

費を含んだ金額と誤解され，必要経費分の値引き

を強いられる結果，建設労働者に支払われる賃金

が低く抑えられているとの指摘があることから，

今回，被災三県における公共工事設計労務単価

（平成２４年６月）の公表に当たり，建設労働者の

雇用に伴って必要となる，法定福利費の事業主負

担額，労務管理費，安全管理費，宿舎費等の経費

（以下「必要経費」という）が公共工事設計労務

単価に含まれていないことを明確化するための取

り組みを試行することとした。

� 必要経費を含む金額の並列表示による公表

（試行）

国土交通省が行う間接工事費等諸経費動向調査

の結果をもとに，必要経費の割合を抽出し，これ

を公共工事設計労務単価に乗じて加算した金額

を，必要経費を含む金額（試算値）として設定

し，公共工事設計労務単価とともに公表した（図

―２，表―１）。

なお，ここでの必要経費は，公共工事の予定価

格の積算において，共通仮設費や現場管理費の一

部として計上されており，この金額を予定価格の

積算に使用したり，積算体系を変更したりするも

のではない。また，この金額は参考値であり，工

種や工事規模等の条件により変動するため，個々

の工事現場等において実際に必要となる経費とは

異なる場合があるとともに，現在の被災県で見ら

れるような，遠隔地からの労働者の流入を想定し

たものではないことに注意が必要である。

図―２ 必要経費の内訳と算出手法

６２ 建設マネジメント技術 2012年 7月号


